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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有する基板と、
　前記主面上に形成され、複数の凸部を有する微細構造部と、
　前記微細構造部上に形成され、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部を構成する
導電体層と、を備え、
　前記凸部の外面には、陥凹領域が設けられており、
　前記導電体層には、前記導電体層が前記陥凹領域に入り込むことにより、ギャップが形
成されており、
　前記凸部の根元部は、前記陥凹領域ではない領域を含み、
　隣り合う一対の前記凸部に着目した場合に、一方の前記凸部の外面に形成された前記導
電体層と、他方の前記凸部の外面に形成された前記導電体層との間の距離よりも、前記凸
部の外面に設けられた前記陥凹領域に前記導電体層が入り込むことにより形成された前記
ギャップの幅は小さくなっている、表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項２】
　前記凸部は、前記主面に沿って周期的に配列されている、請求項１記載の表面増強ラマ
ン散乱ユニット。
【請求項３】
　前記陥凹領域は、１つの前記凸部に対して複数設けられている、請求項１又は２記載の
表面増強ラマン散乱ユニット。
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【請求項４】
　前記陥凹領域は、前記凸部の中心線に沿うように延在する溝である、請求項１～３のい
ずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項５】
　前記陥凹領域は、前記凸部の中心線を包囲するように延在する溝である、請求項１～３
のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面増強ラマン散乱ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の表面増強ラマン散乱ユニットとして、表面増強ラマン散乱（ＳＥＲＳ：Surface
　Enhanced　Raman　Scattering）を生じさせる微小金属構造体を備えるものが知られて
いる（例えば、特許文献１及び非特許文献１参照）。このような表面増強ラマン散乱ユニ
ットにおいては、ラマン分光分析の対象となる試料が微小金属構造体に接触させられ、そ
の状態で当該試料に励起光が照射されると、表面増強ラマン散乱が生じ、例えば１０８倍
程度にまで増強されたラマン散乱光が放出される。
【０００３】
　ところで、例えば特許文献２には、基板の一面、及び当該基板の一面に形成された複数
の微小突起部の上面（又は、当該基板の一面に形成された複数の微細孔の底面）のそれぞ
れに、非接触状態となるように（最短部分の間隔が５ｎｍ～１０μｍ程度となるように）
金属層が形成された微小金属構造体が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－３３５１８号公報
【特許文献２】特開２００９－２２２５０７号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】“Q-SERSTM　G1　Substrate”、［online］、株式会社オプトサイエン
ス、［平成２４年７月１９日検索］、インターネット<URL:http://www.optoscience.com/
maker/nanova/pdf/Q-SERS_G1.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、いわゆるナノギャップが微小金属構造体に形成されていると、励起光
が照射された際に局所的な電場の増強が起こり、表面増強ラマン散乱の強度が増大される
。
【０００７】
　そこで、本発明は、好適なナノギャップによって表面増強ラマン散乱の強度を増大させ
ることができる表面増強ラマン散乱ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットは、主面を有する基板と、主面上に形成され、複
数の凸部を有する微細構造部と、微細構造部上に形成され、表面増強ラマン散乱を生じさ
せる光学機能部を構成する導電体層と、を備え、凸部の外面には、陥凹領域が設けられて
おり、導電体層には、導電体層が陥凹領域に入り込むことにより、ギャップが形成されて
いる。
【０００９】
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　この表面増強ラマン散乱ユニットでは、微細構造部の凸部の外面に設けられた陥凹領域
に導電体層が入り込んでおり、それにより、光学機能部を構成する導電体層にギャップが
形成されている。この導電体層に形成されたギャップは、局所的な電場の増強が起こるナ
ノギャップとして好適に機能する。したがって、この表面増強ラマン散乱ユニットによれ
ば、好適なナノギャップによって表面増強ラマン散乱の強度を増大させることができる。
【００１０】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、凸部は、主面に沿って周期的に配列されて
いてもよい。この構成によれば、表面増強ラマン散乱の強度を安定的に増大させることが
できる。
【００１１】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、陥凹領域は、１つの凸部に対して複数設け
られてもよい。この構成によれば、ナノギャップとして好適に機能するギャップを増加さ
せることができる。
【００１２】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、陥凹領域は、凸部の中心線に沿うように延
在する溝であってもよいし、或いは、陥凹領域は、凸部の中心線を包囲するように延在す
る溝であってもよい。いずれの構成によっても、陥凹領域に対応する位置に形成されたギ
ャップをナノギャップとして好適に機能させることができる。
【００１３】
　また、本発明の表面増強ラマン散乱ユニットは、主面を有する基板と、主面上に形成さ
れ、複数の凹部を有する微細構造部と、微細構造部上に形成され、表面増強ラマン散乱を
生じさせる光学機能部を構成する導電体層と、を備え、凹部の内面には、陥凹領域が設け
られており、導電体層には、導電体層が陥凹領域に入り込むことにより、ギャップが形成
されている。
【００１４】
　この表面増強ラマン散乱ユニットでは、微細構造部の凹部の内面に設けられた陥凹領域
に導電体層が入り込んでおり、それにより、光学機能部を構成する導電体層にギャップが
形成されている。この導電体層に形成されたギャップは、局所的な電場の増強が起こるナ
ノギャップとして好適に機能する。したがって、この表面増強ラマン散乱ユニットによれ
ば、好適なナノギャップによって表面増強ラマン散乱の強度を増大させることができる。
【００１５】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、凹部は、主面に沿って周期的に配列されて
いてもよい。この構成によれば、表面増強ラマン散乱の強度を安定的に増大させることが
できる。
【００１６】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、陥凹領域は、１つの凹部に対して複数設け
られていてもよい。この構成によれば、ナノギャップとして好適に機能するギャップを増
加させることができる。
【００１７】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットでは、陥凹領域は、凹部の中心線に沿うように延
在する溝であってもよいし、或いは、陥凹領域は、凹部の中心線を包囲するように延在す
る溝であってもよい。いずれの構成によっても、陥凹領域に対応する位置に形成されたギ
ャップをナノギャップとして好適に機能させることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、好適なナノギャップによって表面増強ラマン散乱の強度を増大させる
ことができる表面増強ラマン散乱ユニットを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの平面図である。
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【図２】図１のII－II線に沿っての断面図である。
【図３】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部の縦断面図である。
【図４】図３の光学機能部のピラー及び導電体層の平面図である。
【図５】図３の光学機能部のピラー及び導電体層の横断面図である。
【図６】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図である。
【図７】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部の縦断面図で
ある。
【図９】図８の光学機能部のピラー及び導電体層の縦断面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図
である。
【図１１】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図
である。
【図１２】本発明の第３実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部の縦断面図
である。
【図１３】図１２の光学機能部の孔及び導電体層の平面図である。
【図１４】図１２の光学機能部の孔及び導電体層の横断面図である。
【図１５】本発明の第４実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部の縦断面図
である。
【図１６】図１５の光学機能部の孔及び導電体層の縦断面図である。
【図１７】図３の光学機能部のピラーの変形例である。
【図１８】図３の光学機能部のピラーの変形例である。
【図１９】表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部のＳＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
［第１実施形態］
【００２１】
　図１及び図２に示されるように、第１実施形態のＳＥＲＳユニット（表面増強ラマン散
乱ユニット）１は、ハンドリング基板２と、ハンドリング基板２上に取り付けられたＳＥ
ＲＳ素子（表面増強ラマン散乱素子）３と、を備えている。ハンドリング基板２は、矩形
板状のスライドガラス、樹脂基板又はセラミック基板等である。ＳＥＲＳ素子３は、ハン
ドリング基板２の長手方向における一方の端部に片寄った状態で、ハンドリング基板２の
表面２ａに配置されている。
【００２２】
　ＳＥＲＳ素子３は、ハンドリング基板２上に取り付けられた基板４と、基板４上に形成
された成形層５と、成形層５上に形成された導電体層６と、を備えている。基板４は、シ
リコン又はガラス等によって矩形板状に形成されており、数百μｍ×数百μｍ～数十ｍｍ
×数十ｍｍ程度の外形及び１００μｍ～２ｍｍ程度の厚さを有している。基板４の裏面４
ｂは、ダイレクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射
等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、ハンドリング基板２の表
面２ａに固定されている。
【００２３】
　図３に示されるように、成形層５は、微細構造部７と、支持部８と、枠部９と、を含ん
でいる。微細構造部７は、周期的パターンを有する領域であり、成形層５の中央部におい
て基板４と反対側の表層に形成されている。微細構造部７には、数ｎｍ～数百ｎｍ程度の
直径及び高さを有する円柱状の複数のピラー（凸部）１１が、基板４の表面（主面）４ａ
に沿って、数十ｎｍ～数百ｎｍ程度（好ましくは、２５０ｎｍ～８００ｎｍ）のピッチで
周期的に配列されている。微細構造部７は、基板４の厚さ方向から見た場合に、数百μｍ
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×数百μｍ～数十ｍｍ×数十ｍｍ程度の矩形状の外形を有している。支持部８は、微細構
造部７を支持する矩形状の領域であり、基板４の表面４ａに形成されている。枠部９は、
支持部８を包囲する矩形環状の領域であり、基板４の表面４ａに形成されている。支持部
８及び枠部９は、数十ｎｍ～数十μｍ程度の厚さを有している。このような成形層５は、
例えば、基板４上に配置された樹脂（アクリル系、フッ素系、エポキシ系、シリコーン系
、ウレタン系、ＰＥＴ、ポリカーボネート、無機有機ハイブリット材料等）又は低融点ガ
ラスをナノインプリント法によって成形することで、一体的に形成される。
【００２４】
　導電体層６は、微細構造部７から枠部９に渡って形成されている。微細構造部７におい
ては、導電体層６は、基板４と反対側に露出する支持部８の表面８ａに達している。導電
体層６は、数ｎｍ～数μｍ程度の厚さを有している。このような導電体層６は、例えば、
ナノインプリント法によって成形された成形層５に金属（Ａｕ，Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕ又はＰ
ｔ等）等の導電体を蒸着することで、形成される。ＳＥＲＳ素子３では、微細構造部７、
及び支持部８の表面８ａに形成された導電体層６によって、表面増強ラマン散乱を生じさ
せる光学機能部１０が構成されている。
【００２５】
　図４及び図５に示されるように、各ピラー１１の側面（外面）１１ａには、断面矩形状
の溝（陥凹領域）１２が設けられている。溝１２は、ピラー１１の中心線ＣＬに沿うよう
に延在しており、１つのピラー１１に対して複数（第１実施形態のＳＥＲＳユニット１で
は、中心線ＣＬに対して９０度ごとに４つ）設けられている。溝１２は、数ｎｍ～数十ｎ
ｍ程度の幅及び深さを有している。導電体層６は、各ピラー１１の外面に形成されており
、各ピラー１１の側面１１ａにおいて各溝１２に入り込んでいる。これにより、光学機能
部１０を構成する導電体層６には、各溝１２に沿ってギャップＧが形成されている。ギャ
ップＧは、０～数十ｎｍ程度の間隔を有している。なお、ピラー１１の中心線ＣＬとは、
当該中心線ＣＬに垂直なピラー１１の各断面形状についてその重心を通る線である。
【００２６】
　以上のように構成されたＳＥＲＳユニット１は、次のように使用される。まず、ハンド
リング基板２の表面２ａに、例えばシリコーン等からなる環状のスペーサを、ＳＥＲＳ素
子３を包囲するように配置する。続いて、ピペット等を用いて、スペーサの内側に溶液の
試料（或いは、水又はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）を滴下し、光
学機能部１０上に試料を配置する。続いて、レンズ効果を低減させるために、スペーサ上
にカバーガラスを載置し、溶液の試料と密着させる。
【００２７】
　続いて、ＳＥＲＳユニット１をラマン分光分析装置にセットし、光学機能部１０上に配
置された試料に、カバーガラスを介して励起光を照射する。これにより、光学機能部１０
と試料との界面で表面増強ラマン散乱が生じ、試料由来のラマン散乱光が例えば１０８倍
程度にまで増強されて放出される。よって、ラマン分光分析装置では、高精度なラマン分
光分析が可能となる。
【００２８】
　なお、光学機能部１０上への試料の配置の方法には、上述した方法の他に、次のような
方法がある。例えば、ハンドリング基板２を把持して、溶液である試料（或いは、水又は
エタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）に対してＳＥＲＳ素子３を浸漬させ
て引き上げ、ブローして試料を乾燥させてもよい。また、溶液である試料（或いは、水又
はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）を光学機能部１０上に微量滴下し
、試料を自然乾燥させてもよい。また、粉体である試料をそのまま光学機能部１０上に分
散させてもよい。
【００２９】
　以上説明したように、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１では、微細構造部７のピラー
１１の側面１１ａに設けられた溝１２に導電体層６が入り込んでおり、それにより、光学
機能部１０を構成する導電体層６にギャップＧが形成されている。この導電体層６に形成
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されたギャップＧは、局所的な電場の増強が起こるナノギャップとして好適に機能する。
したがって、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１によれば、好適なナノギャップによって
表面増強ラマン散乱の強度を増大させることができる。
【００３０】
　また、複数のピラー１１が基板４の表面４ａに沿って周期的に配列されているので、表
面増強ラマン散乱の強度を安定的に増大させることができる。
【００３１】
　また、溝１２が１つのピラー１１に対して複数設けられているので、ナノギャップとし
て好適に機能するギャップＧを増加させることができる。
【００３２】
　次に、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１の製造方法の一例について説明する。まず、
図６の（ａ）に示されるように、マスタモールドＭＭ及びフィルム基材Ｆを用意する。マ
スタモールドＭＭは、微細構造部７に対応する微細構造部Ｍ７と、微細構造部Ｍ７を支持
する支持部Ｍ８と、を含んでいる。支持部Ｍ８上には、複数の微細構造部Ｍ７がマトリッ
クス状に配列されている。続いて、図６の（ｂ）に示されるように、マスタモールドＭＭ
にフィルム基材Ｆを押し当て、その状態で加圧及び加熱することにより、複数の微細構造
部Ｍ７のパターンをフィルム基材Ｆに転写する。続いて、図６の（ｃ）に示されるように
、フィルム基材ＦをマスタモールドＭＭから離型することにより、複数の微細構造部Ｍ７
のパターンが転写されたレプリカモールド（レプリカフィルム）ＲＭを得る。
【００３３】
　続いて、図７の（ａ）に示されるように、基板４となるシリコンウェハ４０を用意し、
その表面４０ａにＵＶ硬化性の樹脂を塗布することにより、成形層５となるナノインプリ
ント層５０をシリコンウェハ４０上に形成する。続いて、図７の（ｂ）に示されるように
、ナノインプリント層５０にレプリカモールドＲＭを押し当て、その状態でＵＶを照射し
てナノインプリント層５０を硬化させることにより、レプリカモールドＲＭのパターンを
ナノインプリント層５０に転写する。続いて、図７の（ｃ）に示されるように、レプリカ
モールドＲＭをナノインプリント層５０から離型することにより、複数の微細構造部７が
形成されたシリコンウェハ４０を得る。なお、樹脂の硬化を確実にするために熱キュアを
施してもよい。
【００３４】
　続いて、抵抗加熱蒸着や電子ビーム蒸着等の蒸着法又はスパッタ法によって、Ａｕ、Ａ
ｇ等の金属を成形層５上に成膜し、導電体層６を形成する。このとき、微細構造部７のピ
ラー１１の側面１１ａに設けられた溝１２に導電体層６が入り込み、光学機能部１０を構
成する導電体層６にギャップＧが形成される。続いて、微細構造部７ごとに（換言すれば
、光学機能部１０ごとに）シリコンウェハ４０を切断することより、複数のＳＥＲＳ素子
３を得る。続いて、ＳＥＲＳ素子３をハンドリング基板２上に取り付けて、ＳＥＲＳユニ
ット１を得る。
【００３５】
　なお、導電体層６を形成する場合には、蒸着源に対して自転及び公転するプラネタリに
複数のシリコンウェハ４０をセットして蒸着を行うプラネタリ式の蒸着法が有効である。
プラネタリ式の蒸着法によれば、対向式や公転ドーム式の蒸着法に比べ、ピラー１１の側
面１１ａに導電体層６を均一に成膜することができ、光学機能部１０を構成する導電体層
６にギャップＧを安定的に形成することができる。
【００３６】
　また、導電体層６を形成する場合には、スパッタ法も有効である。スパッタ法よれば、
プラズマ放電により金属粒子が衝突しながら成形層５に付着するため、方向性がランダム
となり、ピラー１１の側面１１ａへの金属粒子の回り込みが良い。したがって、スパッタ
法よっても、ピラー１１の側面１１ａに導電体層６を均一に成膜することができ、光学機
能部１０を構成する導電体層６にギャップＧを安定的に形成することができる。
【００３７】
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　以上説明したように、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１の製造方法では、ピラー１１
の側面１１ａに設けられた溝１２を利用して、導電体層６にギャップＧを形成する。これ
により、導電体層６の成膜状態が安定し難いピラー１１の根元部にギャップＧを形成する
ような場合に比べ、ナノギャップとして好適に機能するギャップＧを安定的に得ることが
できる。
【００３８】
　また、レプリカモールドＲＭの２次元形状のパターンを転写するのみで、ピラー１１の
中心線ＣＬに沿うように延在する溝１２をピラー１１の側面１１ａに形成することができ
る。レプリカモールドＲＭにおいて２次元形状のパターンを設計変更することは容易であ
るため、表面増強ラマン散乱の強度を増大させ得る好適なナノギャップが形成されたＳＥ
ＲＳ素子３を歩留まり良く製造することができる。
【００３９】
　なお、ナノインプリント法としては、上述したＵＶナノインプリントの他に、熱ナノイ
ンプリントを用いることもできる。熱ナノインプリントの場合には、モールド材としてニ
ッケルやシリコンなどを用いることができる。
【００４０】
　なお、上述したナノインプリント法に代えて、２次元形状のパターンを有するマスクを
ホトエッチや電子ビーム描写等によって形成し、当該マスクを用いたエッチングによって
、基板４上に微細構造部７を形成してもよい。この場合にも、マスクにおいて２次元形状
のパターンを設計変更することは容易であるため、表面増強ラマン散乱の強度を増大させ
得る好適なナノギャップが形成されたＳＥＲＳ素子３を歩留まり良く製造することができ
る。
［第２実施形態］
【００４１】
　図８に示されるように、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１は、微細構造部７が基板４
の表面４ａに形成されている点、及び溝１２がピラー１１の中心線ＣＬを包囲するように
延在している点で、上述した第１実施形態のＳＥＲＳユニット１と主に相違している。第
２実施形態のＳＥＲＳユニット１においては、微細構造部７は、基板４の表面４ａの中央
部に形成されており、基板４の厚さ方向から見た場合に、数百μｍ×数百μｍ～数十ｍｍ
×数十ｍｍ程度の矩形状の外形を有している。微細構造部７のピラー１１は、基板４の表
面４ａに沿って、数十ｎｍ～数百ｎｍ程度（好ましくは、２５０ｎｍ～８００ｎｍ）のピ
ッチで周期的に配列されている。
【００４２】
　導電体層６は、微細構造部７から基板４の表面４ａに渡って形成されている。導電体層
６は、微細構造部７において露出する基板４の表面４ａに達している。ＳＥＲＳ素子３で
は、微細構造部７、及び微細構造部７において露出する基板４の表面４ａに形成された導
電体層６によって、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部１０が構成されている。
【００４３】
　図９に示されるように、溝１２は、ピラー１１の中心線ＣＬを包囲するように円環状に
延在しており、１つのピラー１１に対して１つ設けられている。導電体層６は、各ピラー
１１の外面に形成されており、各ピラー１１の側面１１ａにおいて各溝１２に入り込んで
いる。これにより、光学機能部１０を構成する導電体層６には、各溝１２に沿ってギャッ
プＧが形成されている。なお、溝１２は、例えば中心線ＣＬに沿って並設されるように、
１つのピラー１１に対して複数設けられていてもよい。
【００４４】
　以上のように構成された第２実施形態のＳＥＲＳユニット１によっても、上述した第１
実施形態のＳＥＲＳユニット１と同様の効果が奏される。
【００４５】
　次に、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１の製造方法の一例について説明する。まず、
図１０の（ａ）に示されるように、基板４となるシリコンウェハ４０を用意する。続いて
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、図１０の（ｂ）に示されるように、シリコンウェハ４０の表面４０ａに、ＳｉＯ２から
なる犠牲層１３を形成する。続いて、図１０の（ｃ）に示されるように、犠牲層１３の表
面１３ａに、ポリシリコンからなる表層１４を形成する。
【００４６】
　続いて、図１１の（ａ）に示されるように、表層１４の表面１４ａに、レジスト層ＲＬ
を形成する。レジスト層ＲＬは、ホトエッチによって形成されたパターンを有している。
レジスト層ＲＬのパターンは、複数の微細構造部７に対応しており、微細構造部７ごとに
、ピラー１１に対応する部分をマスクしている。続いて、図１１の（ｂ）に示されるよう
に、レジスト層ＲＬをマスクとしたドライエッチングによって、レジスト層ＲＬにマスク
されていなかった領域の表層１４、犠牲層１３及びシリコンウェハ４０の表層を除去し、
その後に、残ったレジスト層ＲＬを除去する。続いて、図１１の（ｃ）に示されるように
、側方に露出した犠牲層１３の表層を、別のエッチャントによるドライエッチング又はウ
ェットエッチングによって選択的に除去し、ピラー１１の側面１１ａに溝１２を形成する
。これにより、複数の微細構造部７が形成されたシリコンウェハ４０を得る。
【００４７】
　なお、ＳＯＩウェハを用いても同様に製作することが可能である。また、ピラー１１の
材質はシリコンに限ったものではなく、犠牲層１３の材質はＳｉＯ２に限ったものではな
い。ピラー１１の材質及び犠牲層１３の材質は、それぞれ、犠牲層１３がピラー１１に対
して選択的にエッチングされるものであればよい。また、基板４の材質とピラー１１の先
端部の材質とが同一である必要もない。例えば、基板４がシリコンウェハであり、犠牲層
がＳｉＯ２であり、ピラー１１の先端部が樹脂であってもよい。ピラー１１の先端部が樹
脂の場合には、ナノインプリント法によって形成してもよい。
【００４８】
　続いて、抵抗加熱蒸着や電子ビーム蒸着等の蒸着法又はスパッタ法によって、Ａｕ、Ａ
ｇ等の金属をシリコンウェハ４０上に成膜し、導電体層６を形成する。このとき、微細構
造部７のピラー１１の側面１１ａに設けられた溝１２に導電体層６が入り込み、光学機能
部１０を構成する導電体層６にギャップＧが形成される。続いて、微細構造部７ごとに（
換言すれば、光学機能部１０ごとに）シリコンウェハ４０を切断することより、複数のＳ
ＥＲＳ素子３を得る。続いて、ＳＥＲＳ素子３をハンドリング基板２上に取り付けて、Ｓ
ＥＲＳユニット１を得る。
【００４９】
　以上説明したように、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１の製造方法では、ピラー１１
の側面１１ａに設けられた溝１２を利用して、導電体層６にギャップＧを形成する。これ
により、導電体層６の成膜状態が安定し難いピラー１１の根元部にギャップＧを形成する
ような場合に比べ、ナノギャップとして好適に機能するギャップＧを安定的に得ることが
できる。
【００５０】
　また、犠牲層１３の厚さや位置を調整するのみで溝１２の幅を容易に変更することがで
き、犠牲層１３の表層のエッチング条件を調整するのみで溝１２の深さを容易に変更する
ことができるので、表面増強ラマン散乱の強度を増大させ得る好適なナノギャップが形成
されたＳＥＲＳ素子３を歩留まり良く製造することができる。
［第３実施形態］
【００５１】
　図１２に示されるように、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１は、ピラー１１の代わり
に孔（凹部）１５が成形層５に形成されている点で、上述した第１実施形態のＳＥＲＳユ
ニット１と主に相違している。第３実施形態のＳＥＲＳユニット１においては、微細構造
部７には、数ｎｍ～数百ｎｍ程度の直径及び深さを有する円柱状の複数の孔１５が、基板
４の表面４ａに沿って、数十ｎｍ～数百ｎｍ程度（好ましくは、２５０ｎｍ～８００ｎｍ
）のピッチで周期的に配列されている。
【００５２】
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　導電体層６は、微細構造部７から枠部９に渡って形成されている。微細構造部７におい
ては、導電体層６は、基板４と反対側に露出する支持部８の表面８ａ（すなわち、各孔１
５の底面）に達している。ＳＥＲＳ素子３では、微細構造部７、及び支持部８の表面８ａ
に形成された導電体層６によって、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部１０が構
成されている。
【００５３】
　図１３及び図１４に示されるように、各孔１５の側面（内面）１５ａには、断面矩形状
の溝１２が設けられている。溝１２は、孔１５の中心線ＣＬに沿うように延在しており、
１つの孔１５に対して複数（第３実施形態のＳＥＲＳユニット１では、中心線ＣＬに対し
て９０度ごとに４つ）設けられている。導電体層６は、各孔１５の内面に形成されており
、各孔１５の側面１５ａにおいて各溝１２に入り込んでいる。これにより、光学機能部１
０を構成する導電体層６には、各溝１２に沿ってギャップＧが形成されている。なお、孔
１５の中心線ＣＬとは、当該中心線ＣＬに垂直な孔１５の各断面形状についてその重心を
通る線である。
【００５４】
　以上のように構成された第３実施形態のＳＥＲＳユニット１では、微細構造部７の孔１
５の側面１５ａに設けられた溝１２に導電体層６が入り込んでおり、それにより、光学機
能部１０を構成する導電体層６にギャップＧが形成されている。この導電体層６に形成さ
れたギャップＧは、局所的な電場の増強が起こるナノギャップとして好適に機能する。し
たがって、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１によれば、好適なナノギャップによって表
面増強ラマン散乱の強度を増大させることができる。
【００５５】
　また、複数の孔１５が基板４の表面４ａに沿って周期的に配列されているので、表面増
強ラマン散乱の強度を安定的に増大させることができる。
【００５６】
　また、溝１２が１つの孔１５に対して複数設けられているので、ナノギャップとして好
適に機能するギャップＧを増加させることができる。
【００５７】
　なお、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１は、上述した第１実施形態のＳＥＲＳユニッ
ト１と同様に、ナノインプリント法によって成形層５に微細構造部７を形成することがで
きる。或いは、２次元形状のパターンを有するマスク（上述した第１実施形態のマスクに
対して、マスク部分と開口部分とを反転させたもの）を用いたエッチングによって、基板
４上に微細構造部７を形成してもよい。
［第４実施形態］
【００５８】
　図１５に示されるように、第４実施形態のＳＥＲＳユニット１は、微細構造部７が基板
４の表面４ａに形成されている点、及び溝１２が孔１５の中心線ＣＬを包囲するように延
在している点で、上述した第３実施形態のＳＥＲＳユニット１と主に相違している。第４
実施形態のＳＥＲＳユニット１においては、微細構造部７は、基板４の表面４ａの中央部
に形成されており、基板４の厚さ方向から見た場合に、数百μｍ×数百μｍ～数十ｍｍ×
数十ｍｍ程度の矩形状の外形を有している。微細構造部７の孔１５は、基板４の表面４ａ
に沿って、数十ｎｍ～数百ｎｍ程度（好ましくは、２５０ｎｍ～８００ｎｍ）のピッチで
周期的に配列されている。
【００５９】
　導電体層６は、微細構造部７から基板４の表面４ａに渡って形成されている。導電体層
６は、微細構造部７において露出する基板４の表面（すなわち、各孔１５の底面）に達し
ている。ＳＥＲＳ素子３では、微細構造部７、及び微細構造部７において露出する基板４
の表面に形成された導電体層６によって、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部１
０が構成されている。
【００６０】
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　図１６に示されるように、溝１２は、孔１５の中心線ＣＬを包囲するように円環状に延
在しており、１つの孔１５に対して１つ設けられている。導電体層６は、各孔１５の内面
に形成されており、各孔１５の側面１５ａにおいて各溝１２に入り込んでいる。これによ
り、光学機能部１０を構成する導電体層６には、各溝１２に沿ってギャップＧが形成され
ている。なお、溝１２は、例えば中心線ＣＬに沿って並設されるように、１つの孔１５に
対して複数設けられていてもよい。
【００６１】
　以上のように構成された第４実施形態のＳＥＲＳユニット１によっても、上述した第３
実施形態のＳＥＲＳユニット１と同様の効果が奏される。なお、第４実施形態のＳＥＲＳ
ユニット１は、上述した第２実施形態のＳＥＲＳユニット１と同様に、２次元形状のパタ
ーンを有するマスク（上述した第２実施形態のマスクに対して、マスク部分と開口部分と
を反転させたもの）を用いたエッチングによって、基板４上に微細構造部７を形成するこ
とができる。
【００６２】
　以上、本発明の第１～第４実施形態について説明したが、本発明は、上記各実施形態に
限定されるものではない。例えば、ピラー１１及び孔１５の配列構造は、２次元配列に限
定されず、１次元配列であってもよいし、正方格子状の配列に限定されず、三角格子状の
配列であってもよい。また、ピラー１１及び孔１５の断面形状は、円形に限定されず、楕
円、或いは三角形や四角形等の多角形であってもよい。このように、ＳＥＲＳユニット１
の各構成の材料及び形状には、上述した材料及び形状に限らず、様々な材料及び形状を適
用することができる。
【００６３】
　また、微細構造部７は、第１実施形態及び第３実施形態のように、例えば支持部８を介
して、基板４の表面４ａ上に間接的に形成されていてもよいし、第２実施形態及び第４実
施形態のように、基板４の表面４ａ上に直接的に形成されていてもよい。また、導電体層
６は、微細構造部７上に直接的に形成されたものに限定されず、微細構造部７に対する金
属の密着性を向上させるためのバッファ金属（Ｔｉ、Ｃｒ等）層等、何らかの層を介して
、微細構造部７上に間接的に形成されたものであってもよい。
【００６４】
　また、溝１２の断面形状は、矩形状に限定されず、Ｕ字状やＶ字状等であってもよい。
導電体層６が溝１２に入り込んでギャップＧが形成されていれば、溝１２内において、導
電体層６は、繋がっていてもよいし、離れていてもよい。また、ピラー１１のような凸部
の外面や、孔１５のような凹部の内面に、溝１２以外の陥凹領域が設けられていてもよい
。つまり、凸部の外面や凹部の内面に形成された切欠き部、陥没部等の陥凹領域（凹んだ
領域、窪んだ領域、落ち込んだ領域）に導電体層６が入り込むことにより、ギャップＧが
形成されていれば、入込み部である陥凹領域の形状は限定されない。一例として、図１７
に示されるように、ピラー１１の側面１１ａにおいて山と谷とが繰り返されているような
場合には、谷の部分が陥凹領域となる。孔１５の側面１５ａにおいて山と谷とが繰り返さ
れているような場合にも、同様に、谷の部分が陥凹領域となる。また、図１８に示される
ように、ピラー１１の側面１１ａに多数の突起が設けられているような場合には、隣り合
う突起間の部分が陥凹領域となる。孔１５の側面１５ａに多数の突起が設けられているよ
うな場合にも、同様に、隣り合う突起間の部分が陥凹領域となる。
【００６５】
　ここで、隣り合う一対の凸部（ピラー１１に対応するもの）に着目した場合に、一方の
凸部の外面に形成された導電体層と、他方の凸部の外面に形成された導電体層との間の距
離よりも、凸部の外面に設けられた陥凹領域に導電体層が入り込むことにより形成された
ギャップの幅は小さくなっている。これにより、微細構造部の構造のみでは得られないよ
うな狭いギャップ（ナノギャップとして好適に機能するギャップ）を容易に且つ安定的に
形成することができる。
【００６６】
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　参考として、表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部のＳＥＭ写真について説明する
。図１９に示される光学機能部は、所定のピッチ（中心線間距離３６０ｎｍ）で周期的に
配列された複数のピラー（直径１２０ｎｍ、高さ１８０ｎｍ）を有するナノインプリント
樹脂製の微細構造部に、導電体層として、膜厚が５０ｎｍとなるようにＡｕを蒸着したも
のである。
【符号の説明】
【００６７】
　１…ＳＥＲＳユニット（表面増強ラマン散乱ユニット）、４…基板、４ａ…表面（主面
）、６…導電体層、７…微細構造部、１０…光学機能部、１１…ピラー（凸部）、１１ａ
…側面（外面）、１２…溝（陥凹領域）、１５…孔（凹部）、１５ａ…側面（内面）、Ｇ
…ギャップ、ＣＬ…中心線。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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